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○能登町介護福祉士国家試験対策模擬試験受験補助金交付要綱 

令和4年3月25日告示第29号 

能登町介護福祉士国家試験対策模擬試験受験補助金交付要綱 

（目的） 

第1条 この告示は、介護従事者の不足の解消及び定着及び将来の介護サービスの安定的供給

の確保を図るため、専門的な技能に係る資格の取得意欲を高めることを目的として、町内の

介護保険施設等に就職する介護従事者又は町内の介護事業所等で就職する予定のある者に対

し、予算の範囲内において介護福祉士国家試験に向けた対策模擬試験受験に要した費用を補

助するものとし、その支給に関しては、能登町補助金交付規則（平成17年能登町規則第34

号）に定めるもののほか、この告示によるものとする。 

（定義） 

第2条 この告示において、介護保険施設等とは、介護保険法（平成9年法律第123号）第8条及

び第8条の2に規定するサービスを行う事業所及び介護療養型医療施設をいう。 

（交付対象者） 

第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者であって、日本国籍を有する者、又は

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第2に定める在留資格のうち、永住

者又は日本人の配偶者又は永住者の配偶者等のいずれかを有する者、若しくは「日本国との

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成3年法律第

71号）」に定める特別永住者であって、別表の支給要件を全て満たす者とする。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第4条 補助の対象となる経費は、令和4年4月1日以降に実施された介護福祉士国家試験に向け

た対策模擬試験受験費とする。 

2 前項における介護福祉士国家試験に向けた対策模擬試験とは、次に掲げるいずれかの法人

が開催又は共催するものとする。 

(1) 公益社団法人 日本介護福祉士会 

(2) 一般社団法人 石川県介護福祉士会 

3 補助金の額は、第1項の経費の10分の10とし、10,000円を限度とする。 

（補助の申請） 

第5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、能登町介護福祉士

国家試験対策模擬試験受験補助金交付申請書（様式第1号）に、次に掲げる書類を添付して、

町長に提出しなければならない。 

(1) 領収書又は支払いしたことがわかる書類 

(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

2 前項の規定による申請は、受験日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。 

（補助の決定） 

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否

及び補助金の額を決定し、能登町介護福祉士国家試験対策模擬試験受験補助金交付決定（却

下）通知書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、能登町介護福祉士国家試験対策模擬

試験受験補助金交付請求書（様式第3号）により町長に補助金を請求するものとする。 

（補助金の返還） 
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第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助

金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部を返還させること

ができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。 

(2) その他補助金の交付が不適当であると町長が認めるとき。 

（その他） 

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和4年4月1日から施行する。 

別表（第3条関係） 

支給要件 

1 申請時において、町内の民間介護保険施設等に常勤雇用として就職す

る介護従事者又はその予定である者 

2 町税の滞納がない者 
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様式第1号（第5条関係） 
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様式第2号（第6条関係） 
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様式第3号（第7条関係） 

 


